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 9月17日の本会議一般質問で、大森議員は次の３点について質問しました。 
 

大山診療所の全面的再開を早く 

Q：大山診療所が、町民の命と健康を守るために果たしている役割は、大変大きい。固定医師の

確保に当たっては、住民の強い要望である入院･介護施設の復活を併せて考えるべきだ。その視

点に立った固定医師確保の見通しはどうか。 

また、医師不足解消と固定医師確保に向けて、国や県への要請はどうか。 

A：両施設の復活は極めて困難だ。固定医師確保後に診療所２階の活用策を検討したい。 
 自治医科大や鳥大医学部の「地域枠」の定員増を、県や他市町村と連携して国へ要望したい。 

町行政の住民への説明は十分か 

Q：町行政を住民の願いや要求に基づいて行うという基本姿勢があれば、町民への説明責任も

十分に果たされると考える。しかし、それについて疑問に感ずる部分がある。 

 その具体例が、山陰道建設に伴うナスパルタウンの問題である。 

 住宅地のすぐそばを山陰道が通ることが、平成10年には分かっていながら、町は、分譲の際

にも説明をせず、20年５月まで住民への説明も行わなかった。その根底には、町行政が住民の

立場にとことん立ちきれていないということがあるのではないか。町長の所見は？ 

A：ナスパルタウンに対して、20年5月から今年7月まで6回の説明会等を行ったが、（誠意

を持って）今後も工事実施に向けて説明を行う。 
公共事業の計画策定、事業執行については、地元の皆さんの合意を得ることが重要であると

承知をしており、説明、意見交換を重ねることにより満足度の高い公共事業執行が行えるよう、

今後も十分な説明責任を果たしていきたい。 

国保の減免制度の創設を 

Q：自公政権による「構造改革」や長引く不況のために、生活困窮者が増えている。それが主

な原因となって医療機関への未収金が増加している。そのため、厚労省から7/１付で通知が出

され、国保の一部負担金減免制度の「適切な運用」を自治体に求めている。現在、この制度が

ない大山町でも創設すべきではないか。 
A：「一時的に生活保護に準じる状況にある世帯」を減免対象として、国はこの減免制度の運用

について、H２２年度中には全市町村で適切な運用が行われるよう一定の基準を示す。これを

視野に入れて検討を重ねていく。 

 9月議会最終日の29日、平成20年度各会計の決算認定について討論が行われ、

大森議員は次の2本について、下記の理由で反対をしました。 
 
① 大山町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

 

  同和問題の解消は、「国民的課題」として、様々な同和対策事業や同和教育が

行われてきた。そして、33 年間一定の成果を挙げて、国の同和対策事業は 2002

年3月末をもって終了した。今や、部落差別は解消の方向にある。残された課題

は一般施策の中で取り組み、旧同和地区を固定化するような”特別扱い”はしな

いことが、真に部落差別の解消につながると考える。 

  大山町では人権推進課関係の平成20年度決算は、約1億1700万円であるが、

同和対策のこれ以上の継続は、真の解決に逆行するものである。 

 
② 大山町国民健康保健特別会計歳入歳出決算の認定について 
 
 
  「国保税は高いので引き下げて欲しい」 これは少なからぬ町民の願いである。

また、国保税の滞納金は、累計額が1億4800万円。そうした中で、平成20年度

の繰越金は1億5689万円、基金は3億8590万円にものぼる。 

  これらを国保税の引き下げに活用することによって、町民の負担感をやわら

げ、滞納者増を抑え、医療抑制による病状の悪化を防ぐことが、自治体には求め

られている。 

同和対策の継続は真の解決に逆行 

多額の繰越金･基金は国保税の引き下げに使うべき 

  平成20年度 

 



「貴機関紙報道についての抗議文」(大山町議会議長より) と、それに対する党大山町委員会の見解 
 
 
 
 
―前書き省略― 

 そこで、まず抗議文に即して、逐条的に見解を述べます。 

① 「議会が、あたかも横暴な議事運営や新人議員の意見を封殺しているかのごとく印象を、多くの町民

と貴紙読者に対し与える結果となり・・・」との点について 

見解：臨時議長が「議長立候補者は所信表明を」と発言したことも、所信表明もなくすぐ投票に移ろうと

したことも、大森議員が発言を求め「所信表明をしてください。立候補者が 1 人でも、議会運営をど

うされるか聞いた上で判断したい」と発言したことも、そして、Ｓ議員が異議を唱えたが、聞き入れ

られなかったことも、すべて会議録の通りであり、経過の事実を記述しているだけです。 

② 「公職選挙法の準用や大山町議会会議規則の運用により、適正に執行されたものと確 

信している。・・・記事は、これらの根拠法令を認識することなく作成されたものであり、・・・」との

点について 

見解：記事は、会議録にある通りに事態の進行を紹介し、これでいいのかと問いかけているものであり、

町委員会の法令の認識の当否が問われているものではありません。 

③ 「臨時議長が、『立候補という意見がありました。議長に立候補される方があれば挙手をし、意思表明、

所信表明をして欲しいと思います。』と口述しており、議長候補者はその指示に従って挙手のうえ『意思

の表明』をしたものであり、この点について、事実が正しく報道されていない。」との点について 

見解：記事には「意思表明」という言葉がないので、事実が正しく報道されていないと指摘されているが、

ここでの重要な言葉は「所信表明」の言葉であり、記事はこの点を指摘しているのです。 

   大森議員は、「議長候補の所信表明が必要だと思いますが、そのように先ほどおっしゃったと思いま

すけれども」と発言し、所信表明をするよう臨時議長に求めましたが、臨時議長は「既に所信表明は

終わっております。」と打ち切りました。 

   会議録によると、臨時議長が口述で「終わっている」と言った所信表明とは、17 番議員の「よろし

くお願いいたします」との発言だということになります。記事は、17 番議員の発言は「立候補表明」

ではあっても「所信表明」ではありえないと指摘しているのです。そして、抗議文自身がその点に関

しては記事と同じ認識であることを示しています。すなわち、「議長立候補者はその指示に従って挙手

のうえ『意思の表明』をした」と書いていますが、決して『所信表明』をしたとは書いていません。 

   法令の規定やその解釈にかかわりなく、臨時議長が「所信表明を」と公式に発言したのですから、 

｢明るい大山｣５月号外の記事「議長選挙で不思議なことが」に対して、６月２５日付荒松議長名

で「貴機関紙報道についての抗議文」が、日本共産党大山町委員会へ届きました。 

その内容は、「議会だより だいせん 」№17（8月27日付）に掲載された内容と同主旨のもの 

 

であり、「･･･これらの記事は、事実誤認と偏向に満ちた報道であり、改めて貴党の見解を文書

で求める。」とありました。 

そこで、本委員会として、抗議文の撤回を求めながら、下記のような見解を送付しました。 

  意思表明者は所信表明するもの、臨時議長は所信表明を促すものと考えるのは当然のことで

す。大森議員が所信表明を求めたのは、臨時議長の口述に基づく議事進行の中で当然の要求

でありました。 

  ―④⑤は省略― 

 次いで、総括的な見解を述べます。 
１．町委員会は、大山町議会が町民にわかりやすい、より「開かれた議会」としてある

ために、議会人としての努力を行っていくべきだと考えています。 
２．この立場から、議長の立候補に当たっては、議会運営規則等に規定されていなくて

も、「所信表明」を行うべきだと考えます。臨時議長が「所信表明」をと発言された

ことは、開かれた議会としていく上でも、積極的な提起であったと考えます。この臨

時議長の提起があったにもかかわらず選挙に入ろうとしたことに対して、大森議員が

「所信表明」を求めたのは当然のことではないでしょうか。 
３．抗議文では、別の新人議員の発言を「野次」と同列においているが、これはいかが

なものか。このような場合は、議会運営のあり方、発言の方法なども示して、町民を

代表する者の声として、その発言を積極的に取り上げる態度こそ、開かれた議会のあ

り方であると考えます。 
４．以上のように、臨時議会における議長選出をめぐる議会運営は、「わかりやすい開

かれた議会」の立場からすれば、それに逆行するものであったと考えます。 
某地方新聞にもこの経緯が報道されましたが、記者の目にも奇異に映らざるを得な

かった点でも、残念な議会運営であったと思います。それにもかかわらず、この地方

新聞へも同様の議長名による抗議をおこなったとのことですが、これは、それこそ大

山町議会の品位を著しく損なう残念な行為であったと言わざるをえません。 
５．町委員会は、今後も｢明るい大山｣を通じて、議会の様子を町民にお知らせしていき

ます。町委員会の見解に批判があれば、町民の前で大いに論争していくことを望むもの

です。町議会に議席を与えられた者として、｢開かれた議会｣への努力をお互いにしたい

ものです。 
（7月23日送付） 


